
平成 30 年 7 月 10 日 

株式会社コミュニティネットワークセンター 

 

 

 

労働安全衛生法に基づく届出不備に関するお知らせ 

 
 

  株式会社コミュニティネットワークセンター（「CNCI」本社：愛知県名古屋市東区、代表取締役社長 

髙原 昌宏）は、グループ会社が所有・管理する非常用発電機の燃料タンク等の一部において、下記のと

おり労働安全衛生法第 88条関連の設備設置等に係る計画の届出不備※があったことを確認いたしまし

た。 

 

  当該設備は、設置時に消防法に基づく許認可等の手続や検査などを適切に実施しております。  

また、設置後も定期的な日常点検や消防法に基づく点検を計画的に実施しており、安全上の問題は 

ありません。 

 

  CNCI グループ会社は、届出対象設備の精査を進めるとともに、所管の労働基準監督署の方針に  

基づいて届出行うなど、届出不備の早期解消に向けた措置を講じてまいります。 

 

記 

1.届出不備があった設備件数 

  14件 

 

2.当該設備を所有・管理するグループ会社 

  8社 

 株式会社キャッチネットワーク 

 知多メディアスネットワーク株式会社 

 中部ケーブルネットワーク株式会社 

 ひまわりネットワーク株式会社 

 株式会社ケーブルテレビ可児 

 三河湾ネットワーク株式会社 

 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 

 グリーンシティケーブルテレビ株式会社 

 

※ 燃料タンク他の設置・変更等を行う場合、労働災害防止のために、その計画を当該工事開始日の 30 日前までに労働基準監督署へ 

届け出ることが規定されています。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 


